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安全な登下校等について（お知らせとお願い） 
 

 保護者の皆様におかれましては，日頃から本校の教育活動にご理解とご協力を賜り，誠に

ありがとうございます。 

さて，本校では，台風や雷・突風・大雪などの荒天で児童が安全に登下校することが困難

な状況が発生した場合や突発的な事件発生等により危険な状況が起きた場合，インフルエン

ザなどの感染症が流行して対応が必要になった場合などには，下記のように対応しますので，

ご協力をお願いいたします。また，裏面の「非常時の登下校体制について」も併せてご確認

ください。 

 なお，登下校は原則徒歩としておりますが，やむを得ない事情がある場合は，児童や歩行

者への配慮，交通ルールを遵守しての送迎をお願いいたします。また，校地内は最徐行での

運転をお願いいたします。児童の安全が第一ですので，ご理解ご協力の程，どうぞよろしく

お願いいたします。   

 

記 

 

１ 「臨時休業」または「登校時刻を遅らせる」，「学級閉鎖」措置の場合 

・前日の下校前に決定 ⇒ 「前日にお便りで通知」「前日に一斉メール配信で通知」 

・前日の下校後に決定 ⇒ 「前日に一斉メール配信で通知」 

・当日の朝に決定 ⇒ 「前日にお便りで予告」「当日朝一斉メール配信で通知」 

                        「学校ＨＰに掲載」「テレビやラジオ等の報道」 

 ＊インフルエンザの流行時など，翌々日からの学級閉鎖の可能性などを「お便り」「一斉

メール」などでお知らせする場合があります。 

２ 「午後の授業を打ち切り下校時間帯を早める」，「一斉下校」措置の場合 
 ・「一斉メール配信で通知」「学校ＨＰに掲載」「テレビやラジオ等の報道」 

  ＊台風接近等で翌日の授業打ち切りの可能性を予測できる場合 

⇒ 「前日にお便りで予告」「一斉メール配信で通知」 

３ 登校時間帯に局地的な天候の急変により通学が困難な状況になった場合 

  ・ご家庭の判断で，通学が安全と確認されるまで登校を見合わせてください。 

 ・遅刻しても構いません。 

 ・欠席させる場合は，必ず学校へご連絡ください。 

４ 下校時間帯に局地的な天候の急変により下校が困難な状況になった場合 

 ・学校の判断で，安全が確認されるまで学校に一時的に留め置いて下校時間帯を遅らせ  

ることがあります。 

 ・留め置きが３０分程度の場合は，メール配信をいたしません。１時間以上に及ぶ場合は，  

メール配信でお知らせします。 

 ＊大雨や落雷等により停電が起きた場合などには，一斉メールや学校ブログの配信がで  

きなくなることも予測されますので，この点はご理解ください。 



 

 非常時の登下校体制について 

１．基本的な考え方 

（１）登下校時に大地震が発生した時の基本対応を策定しました。 

（２）地震や緊急事態に対する対応は，児童・保護者・職員の生命等の安全を第一に考えます。 

 （３）対応に迷った場合は，より安全な対応を行います。 

 

２．登校～下校時の「児童」「保護者」「学校」の対応 

 
         緊急事態 Ａ          緊急事態 Ｂ 

■震度５強以上の地震が発生したとき。           

■大雨，洪水，暴風，大雪等による災害が

発生し，市内全域に拡大するおそれがあ

るとき。 

■児童の生命に危険が及ぶおそれがある凶

悪な事件が発生したとき。 

■震度５弱の地震が発生したとき。 

■大雨，洪水，暴風，大雪等の特別警報が出され

たとき。 

■児童に危険が及ぶおそれがある不審者出没等

の事案が発生したとき。 

一 斉 メ ー ル 配 信 

 登校中 

 

 

 

 

 

 

 

 

【児童】 

○安全な場所に避難・待機する。 

○学校に近いときは学校に避難する。 

【保護者】 

○通学路を通って学校へ向かい，待機した児

童とともに避難する。 

【学校】 

○教職員の非常配備体制準備を行い，児童・

保護者等の受け入れを行う。 

【児童】 

○安全な場所に避難・待機する。 

○学校に近いときは学校に避難する。 

【保護者】 

○通学路を通って学校へ向かい，待機した児童と

ともに登校する。 

【学校】 

○状況により安全を確認し，保護者と連携して児

童を学校に引率する。 

 在校時 

 

 

 

 

 

【学校】 

○本校の防災計画に従って避難する。 

○道路状況を確認後，非常時下校体制（学校

待機・保護者引き渡し）の準備を始める。 

【保護者】 

○学校に向かい，児童とともに避難する。 

【学校】 

○本校の防災計画に従って避難する。 

○校舎等に異常がない場合は授業を再開する。 

○道路状況等を確認後，下校が可能な場合は一斉

下校を行う。 

 下校中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【児童】 

○安全な場所に避難・待機する。 

○学校に近いときは学校に避難する。 

【保護者】 

○通学路を通って学校へ向かい，被災状況に

応じて児童とともに避難する。 

【学校】 

○職員は被災状況に応じて通学路を通って

各地区へ向かい，下校途中の児童を学校に

引率する。（学校待機・保護者引き渡し） 

【児童】 

○安全な場所に避難・待機する。 

○学校に近いときは学校に避難する。 

【保護者】 

○必要に応じて通学路を通って学校へ向かい，児

童とともに帰宅する。 

【学校】 

○職員は通学路を通って各地区へ向かい，児童の

安全確認を行った上で帰宅させる。危険な場合

は学校に引率する。 

 

※緊急事態・非常災害時には一斉メール配信で連絡します。ただし，緊急事態Ａで電話や電気が不通の場

合は，保護者引渡しとなりますので直接学校にお越しください。 

※緊急事態Ａ・Ｂ以外の場合にも不審者出没，悪天候の場合など登下校体制について連絡しますので，一

斉メール配信のメールアドレス登録をお願いいたします。 

※登下校中の避難の仕方については学級等で指導します。避難場所などについては，各ご家庭で普段から

お子さんと確認をしてください。 


